
○
内 

閣 

府
、
文
部
科
学
省
、

厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第
一
号 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年

法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工

医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

内
閣
総
理
大
臣 

高
市 

早
苗 

文
部
科
学
大
臣 

松
本 

洋
平 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
 

 

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
命
令 

 

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成



三
十
年
内 

閣 

府
、
文
部
科
学
省
、

厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
再
識
別
禁
止
の
例
外
） 

（
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
再
識
別
禁
止
の
例
外
） 

第
三
十
四
条 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に

よ
る
調
査
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
三
十
四
条 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に

よ
る
調
査
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
五
項
（

同
条
第
十
三
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第

二
項
（
同
条
第
一
項
の
緊
急
承
認
に
係
る
医
薬
品
に
係
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う

か
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
及
び
第
十
九

条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
四

第
六
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
十
四
条
の
六
第
五
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
十
四
条
の
七
の
二
第
二
項
並
び
に
同
法
第
二
十
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
医
薬
品

の
場
合
に
限
る
。
） 

一 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
六
項
及

び
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
十
九
条
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第

二
項
（
同
条
第
一
項
の
緊
急
承
認
に
係
る
医
薬
品
に
係
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う

か
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
同
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
及
び
第
十
九

条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
四

第
六
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
十
四
条
の
六
第
五
項
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
四
条
の
七
の
二
第
二
項
並
び
に
同
法
第
二
十
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
医
薬
品
の

場
合
に
限
る
。
） 

二 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
（
同
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二

の
六
の
三
第
二
項
（
同
条
第
一
項
の
緊
急
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規

定
す
る
資
料
が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二

二 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
及
び
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
条
第
十
五
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第

二
項
（
同
条
第
一
項
の
緊
急
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医

薬
品
に
係
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料

が
同
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（

同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
五



 

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の

二
の
九
第
五
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三

条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条

の
二
の
二
十
三
第
四
項
並
び
に
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査 

項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
八
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十

九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
二

十
三
第
四
項
並
び
に
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査 

三 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
（
同
法
第
二

十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第

二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
五
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
五
項

（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
二
項
並
び
に
同
法
第
二
十
三
条
の
四
十

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査 

三 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
同
法
第
二

十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第

二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
五
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
五
項

（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
二
項
並
び
に
同
法
第
二
十
三
条
の
四
十

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
調
査 

 
 

（
提
供
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
例
外
） 

（
提
供
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
第
三
者
提
供
の
例
外
） 

第
三
十
九
条 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
処
分
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
三
十
九
条 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
処
分
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認

、
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
さ
れ
た
事

項
の
一
部
変
更
の
承
認
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
条
件
付
承
認
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
医
薬
品
の
緊
急
承
認
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

一 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認

、
同
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
変
更
の
承

認
、
同
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
緊
急
承

認
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
特
例
承
認
、

同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
医
薬
品
等
の
再
審
査
（
同

法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
十
四

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
再
評
価
（
同
法
第
十
九
条
の
四



 

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医

薬
品
の
特
例
承
認
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
医
薬
品
等
の

再
審
査
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

同
法
第
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
再
評
価
（
同
法
第

十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
十
四
条
の

七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更

計
画
の
確
認
（
同
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
製
造
医
薬
品
等

の
製
造
販
売
の
承
認 

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認

、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
製
造
医
薬
品
等
の
製

造
販
売
の
承
認
又
は
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
製
造
医

薬
品
の
特
例
承
認 

二 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
若
し

く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
、
同
条
第
十
三
項
の
規
定

に
よ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
さ

れ
た
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
条

件
付
承
認
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
緊
急
承
認
（
同
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同

法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体

外
診
断
用
医
薬
品
の
特
例
承
認
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成

績
評
価
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療

機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計

画
の
確
認
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国

製
造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

二 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
若
し

く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
、
同
条
第
十
五
項
の
規
定

に
よ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
さ

れ
た
事
項
に
係
る
変
更
の
承
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
緊
急
承
認

、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
若
し
く

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
特
例
承
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
成
績

評
価
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機

器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画

の
確
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
製

造
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
承
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
外
国
製
造
医
療
機
器
等
の
特
例
承

認
又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に

規
定
す
る
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
認
証 



 

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等

の
製
造
販
売
の
認
証
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
認

証
を
受
け
た
事
項
の
一
部
変
更
の
認
証 

三 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製

品
の
製
造
販
売
の
承
認
、
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製

品
の
製
造
販
売
の
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
変
更
の
承
認
（
同
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第

二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
条
件
及

び
期
限
付
承
認
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
緊
急
承
認
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
特
例
承
認
（
同
法
第
二
十

三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二

十
三
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
再
生
医
療
等
製
品
等
の
再
審

査
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品

の
再
評
価
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生

医
療
等
製
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
（
同
法
第
二

十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
二

十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の

製
造
販
売
の
承
認 

三 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製

品
の
製
造
販
売
の
承
認
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製

品
の
製
造
販
売
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
の
承
認
、
同
法
第
二
十

三
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
条
件
及
び
期

限
付
承
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再

生
医
療
等
製
品
の
緊
急
承
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
特
例
承
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
再
生
医
療
等
製
品
等
の
再
審
査
（
同
法
第
二
十

三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二
十
三

条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
再
評
価
（
同
法

第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第

二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
承

認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
、
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
製
造
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認

又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
製
造
再
生
医

療
等
製
品
の
特
例
承
認 

 



 

 
 
 

附 

則 

 
こ
の
命
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 


